
様式第１号（第５条関係） 

 

新見市タクシー利用者証交付申請書 

 

年  月  日  

 

 新見市長       様 

 

 

 新見市高齢者等タクシー利用助成事業要綱第５条の規定により、次のとおり申請いたします。 

 なお、申請にあたり、運転免許保有状況を関係機関に照会することに同意します。 

  

申 請 者 

対 象 者 

（  フ  リ  ガ  ナ  ） 

氏 名 

  

                           

住 所 

 

〒 

 

 

電話     （     ）     

生 年 月 日 
大正  ・  昭和  ・  平成  ・  令和 

     年     月     日 生  （    歳） 

資 格 要 件 

（要綱第３条各号） 

新見市内に住民登録があり、運転免許を保有してい

ない者であって、次のいずれかに該当する者 

（１） ７５歳以上の者 

（２） 要介護１以上の認定を受けた者 

（３） 身体障害者手帳１、２級所持者 

（４） 療育手帳Ａ所持者 

（５） 精神障害者保健福祉手帳１級所持者 

 

※新見市記入欄 

登 録 番 号 第                    号 

対 象 者 の 資 格 要 件  

資 格 要 件 の 確 認 書 類  

特 記 事 項  

 

 



 

（記入上の注意点） 

 

○ 資格要件（第３条関係） 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号)の規定により市の住民基本台帳に記載されている者で、

かつ、運転免許を保有していない者で、次の各号のいずれかに該当する者 

（１） ７５歳以上の者 

（２） 介護保険法(平成９年法律第１２３号)第１９条第１項の規定に基づく要介護認定におい

て、要介護１以上の認定を受けている者 

（３） 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者でその障害程度が１級もしくは２級の者 

（４） 療育手帳制度要綱(昭和４８年厚生省発児第１５６号)により療育手帳Ａの交付を受けた

  者 

（５） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第４５条第２項

の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でその障害程度が１級の者 

 

（添付書類） 

・ 本人の顔を写した写真（大きさ 縦４.５ｃｍ×横３.５ｃｍ） 

・ 運転免許を返納した方は次のいずれかの写し 

   おかやま愛カード 

   運転経歴証明書 

・ 第３条の対象となる資格を証明する各種手帳等の写し 


